
「あかりがつなぐ記憶」開催のお知らせ 
 

天若湖湖面に水没した集落の灯を一夜に限り再現する毎年恒例のイベントです。
桂川流域市民と南丹市の子どもたちがつくった灯を、記録と記憶をたよりに湖面に
並べ、幻の夜景をつくります。当時の暮らしとその豊かさを想いながらご覧いただ
ければと思います。日没から夜明けまで点灯しています。ぜひお越しください。 
●日 時 ８月９日（土）夕暮れより 
     荒天の場合は８月２３日（土）に延期 
●場 所 天若湖（日吉ダム湖）周辺からの観覧 
●主 催 天若湖アートプロジェクト２００８実行委員会 
●後 援 京都府・南丹市・南丹市教育委員会・日吉ダム管理所 他 
 
◇問合せ先 天若湖アートプロジェクト２００８実行委員会 TEL（075）791-9289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

八木公民館の臨時休館について 
 

８月１０日開催の「八木町夏まつり」並びに１４日開催の「花火大会」に伴い下

記のとおり八木公民館を臨時休館します。 
 
● ８月１０日（日） 終日休館 
● ８月１４日（木） 午後１時から休館 
 

◇問合せ先 南丹市八木公民館 TEL 42－3132 
 

不用犬・ねこの引き取りについて 
 

 飼えなくなった犬やねこを放してしまうと、のら犬・のらねこになりますので、

次の日時に南丹市役所八木支所まで持ち込んで下さい。 

  ● ８月の引き取り日・・４日（月）１８日（月）午前１０時まで 

  ● 引き取り場所・・・・南丹市役所八木支所  

 犬の放し飼い禁止 

 ・放し飼いは、他人の迷惑になり野犬になりやすいので、必ずつないで飼いまし

ょう。 

 ・「ふん」の後始末は、飼い主が責任を持ちましょう。 

８月分ごみ収集日について 
 

ごみの区分 日 程 地  区 

ビニールごみ  ８月 ８日（金）

 ８月２２日（金）

八木町内全域 

ペットボトル、紙パック、

段ボール 

 ８月 ６日（水） 八木町内全域 

びん、陶器類 ８月１１日（月）

 ８月１２日（火）

八木町の南・西地区 

八木町の東・北、神吉地区 

 

● 燃えるごみの収集日は、月・木曜日です。 

● 収集当日の午前８時３０分迄に指定の場所に出して下さい。 

● 指定の袋に必ず住所・氏名を書いて出して下さい。 

● 指定の袋以外では、絶対に出さないで下さい。  

 

アルミ缶の回収はあじさい園へ 
 

あじさい園では、アルミ缶とスチール缶の回収をしています。 缶は、そのまま

でも、潰してあっても結構です。お電話いただければ、自宅までお伺い致します。

お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

◇問合せ先 障害者多機能支援事業所 あじさい園 TEL 42－5576 

 

精神障害者家族の会おおぞらの会のお知らせ 
 

 心の病について、家族だけで悩んでいませんか？また、家族自身が疲れてしまっ

ていませんか？ひとりで抱え込まないで、仲間（家族の会）同士語り合い、元気を

つけましょう！毎月１回定例会を開催しています。参加を希望される方は、南丹市 

八木支所 健康福祉課（℡４２－２３００）までお問い合わせください。 

 

８月健康相談・健診日程表 
 

実施日 内   容 備  考 

乳幼児子育て相談      場所 八木保健センター 

《幼児相談》 

受付 午前９時３０分～１０時３０分 

１歳～就学前の幼児 

 

８月２２日

（金） 

 

《乳児相談》 

受付 午後１時３０分～２時３０分 

生後１２カ月未満の 

乳児 

８月２７日

（水） 

「名前はまだない会」 

実施時間  午後１時３０分～４時 

場  所    八木保健センター 

精神障害者等のグループ 

ワーク 

 

◇問合せ先 南丹市福祉部健康課 TEL 0771－68－0016 

 
 

 

障害者の自立を助ける会第４０回定例会のお知らせ 
 

 南丹市八木町で障害のある人達と支援する人達が手を取り合い一緒になって、「障

害者が自立して生活ができる環境をつくろう」をスローガンに立ち上がった会です。

障害者の自立に向けてグループホームづくりに頑張っています。 

 例会を毎月第４土曜日に開いています。是非、お気軽にご参加下さい。 

  ● 日 時  平成２０年８月２３日（土）午前１０時～正午 

● 場 所  あじさい園喫茶室 

◇問合せ先 障害者の自立を助ける会 代表 井上 寿代  

ＴＥＬ ４２－５０８５ 

 

 

 

 

 

 

 

妊婦対象事業が変わります 
 

８月１日申請分から、下記のとおり妊婦対象事業が変わります。 

●妊婦健康診査助成事業について 

  妊婦健診受診票２回の交付を５回に拡充し、３５歳以上の妊婦に超音波検査受

診票１回を交付します。受診票には、それぞれに受けていただきたい週数があり

ます。妊婦の健康管理のためにも早めに申請していただき、適切な時期に受診票

をご活用ください。（注意：受診票に記載されている検査については公費で負担し

ますが、その他必要な検査をされる場合は、別途料金が必要な場合があります） 

●母子栄養強化事業について 

  牛乳の支給に所得制限を設け、市民税もしくは所得税非課税世帯の妊婦と乳児

のみを対象とします。妊婦は申請の翌月から出産後３ヵ月が経過した月の月末ま

で１日１人につき牛乳２００ｃｃ支給、乳児は生後４ヵ月目の属する月の初日か

ら支給を開始し、１歳を迎える月の月末まで１日１人につき牛乳２００㏄または

粉乳３０ｇを支給します。ただし、乳児については特に栄養強化を必要とするも

のに限ります。該当される方は申請してください。 

 ７月３１日申請分まで ８月１日申請分から 

妊婦健診

助成事業 

・妊婦健診受診票２回交付 

・３５歳以上の妊婦に超音波検査受

診票１回交付 

・妊婦健診受診票５回交付《変更》

（基本の週数） 

 第１回 妊娠判明～１６週まで

 第２回 １７～２２週 

 第３回 ２３～２８週 

 第４回 ２９～３５週 

 第５回 ３６週以降 

・３５歳以上の妊婦に超音波検査

受診票１回交付《従来どおり》

母子栄養

強化事業 

妊婦：全員対象 

乳児：市民税もしくは所得税非課税

世帯のみ対象。特に栄養強化を必要

とする場合に限る。（１日１人につ

き牛乳２００㏄または粉乳３０ｇ） 

妊婦・乳児：市民税もしくは所得

税非課税世帯のみ対象。乳児は特

に栄養強化を必要とする場合に限

る。（１日１人につき牛乳２００㏄

または粉乳３０ｇ） 

詳しくは健康課へお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 健康課 母子保健係 TEL（0771）68-0016 

八木支所版お知らせ 


